
登
別
市
景
観
フ
ォ
ト
パ
ネ
ル
展

出
展
写
真
を
募
集
し
て
い
ま
す

募
集
期
限
　
10
月
31
日
㈫

応
募
方
法
　
紙
媒
体
に
よ
る
持
参
、

郵
送
、
デ
ー
タ
に
よ
る
応
募
（
Ａ

４
サ
イ
ズ
、
縦
、
横
ど
ち
ら
も
可
、

２
点
ま
で
）

※

詳
細
は
市
役
所
１
階
市
民
ロ
ビ
ー
、

各
支
所
、
都
市
政

　
策
Ｇ
窓
口
に
備
え

　
付
け
の
パ
ン
フ
レ

　
ッ
ト
ま
た
は
市
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
　
都
市
政
策
G
（
☎
85
３
２
３
０
）

入
会
説
明
会

〜
登
別
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
〜

日
時
　
①
９
月
14
日
㈭
９
時
30
分

　
　
　
②
９
月
27
日
㈬
９
時
30
分

場
所
　
①
登
別
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
事
務
所
（
千
歳
町
４
丁
目

５
―
90
ラ
ポ
ー
ル
西
尾
１
階
）

　
　
　
②
若
草
つ
ど
い
セ
ン
タ
ー

問

対
象
　
60
歳
以
上

※

当
日
、
直
接
会
場
に
お
越
し
く
だ

　
さ
い
。

　
　
登
別
市
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ

　
ー
（
☎
88
０
８
８
０
）

人
工
肛
門・人
工
膀
胱
の
方
の

た
め
の
オ
ス
ト
メ
イ
ト
さ
ろ
ん
室
蘭

日
時
　９
月
23
日
㈯
13
時
30
分
〜
16

時
30
分

※

13
時
受
付
開
始
。

場
所
　室
蘭
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

き
ら
ん

対
象
　オ
ス
ト
メ
イ
ト
本
人
と
そ
の

家
族
や
介
護
者

　
　
日
本
オ
ス
ト
ミ
ー
協
会
北
海
道

支
部
事
務
局
長
中
山
さ
ん

　
　
　
　
（
☎
011
―
764
―
２
８
２
４
）

若
年
者
等
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ

リ
ン
グ
事
業『
就
職
セ
ミ
ナ
ー
』

　
適
正
職
種
や
、
思
い
を
伝
え
る
履

歴
書
の
書
き
方
、
ア
ピ
ー
ル
で
き
る

面
接
対
策
な
ど
を
学
び
ま
す
。
ぜ
ひ

ご
参
加
く
だ
さ
い
。

日
時
　
９
月
14
日
㈭
13
時
30
分

場
所
　
登
別
地
方
高
等
職
業
訓
練
校

申
し
込
み
　
９
月
11
日
㈪
ま
で
に
登

別
職
業
訓
練
協
会

　
　
　
　
　
　
　
（
☎
85
１
４
５
０
）

問問

な
か
や
ま

９月20日㈬～26日㈫は 動物愛護週間 です

　ブリーダーやペットショップなどで販売さ
れる犬・猫へのマイクロチップの装着が義務
になりました。
　すでに飼っている犬や猫へのマイクロチッ
プの装着は義務ではありませんが、装着する
ことで、飼い犬や飼い猫が迷子になったとき
などに、飼い主の元へ戻ることができる可能
性が高まります。マイクロチップを装着させ
ましょう。

●飼い始めた日から30日以内に市内の動物病院か環境対
策グループで登録の手続きをしてください。
●狂犬病の予防注射を年に１回、必ず受けさせてくださ
い。
●散歩には袋を持参し、ふんは必ず持ち帰りましょう。
また、飼い犬には必ずリードを付けてコントロールで
きるようにしてください。

問い合わせ　環境対策グループ（☎ 85２９５８） 

犬を飼うときの注意

猫を飼うときの注意
●猫は屋内で飼育してください。
●飼育していない猫に餌を与えるのは絶対にやめてくだ
さい。猫が他人に迷惑をかけた場合、餌を与えた方の
責任になることがあります。

～飼い主情報の登録や変更が必要です～

マイクロチップの装着について　動物を飼うことは、命を預かることです。
　動物について正しい知識を持ち、適切な飼い方をし
て、動物の健康と安全に気を配り、最後まで責任を持
って飼いましょう。

・新たに犬や猫を購入したとき
・マイクロチップ装着済みの犬や猫を譲り受
　けたとき
・飼い犬や飼い猫に新たにマイクロ
　チップを装着したとき
※詳しくは、環境省ウェブサイトを
　ご覧ください。

９月20日は登別市民憲章制定日です
　わ
た
し
た
ち
は

　古
い
歴
史
と
美
し
い
自
然
に
恵
ま
れ
た

登
別
の
市
民
で
す

　こ
こ
に

　わ
た
し
た
ち
の
心
が
ま
え
を
定
め
て
よ
り
よ
い

ま
ち
を
つ
く
る
こ
と
に
努
め
ま
す

一
　
心
身
を
き
た
え
よ
く
働
い
て
　
活
気
あ
ふ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
豊
か
な
ま
ち
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う

一
　
親
切
を
つ
く
し
　
き
ま
り
を
守
っ
て
　
明
る
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
住
み
よ
い
ま
ち
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う

一
　
自
然
を
愛
し
　
力
を
あ
わ
せ
て
　
緑
と
空
気
と
太
陽
の

　
　
　
い
っ
ぱ
い
あ
る
き
れ
い
な
ま
ち
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う

一
　
未
来
を
つ
く
る
青
少
年
の
　

　
　
　
　
　
　
健
全
な
夢
の
育
つ
ま
ち
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う

一
　
教
養
を
つ
み
　
視
野
を
広
げ
て
　
平
和
で
文
化
の

　
　
　
　
　
　
　
　
か
お
り
高
い
ま
ち
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う

登
別
市
民
憲
章

▲

市
民
憲
章

　紹
介
動
画

　登別市民憲章推進協議会が制作した、市民憲章
の紹介動画を公開しています。ぜひご覧ください。

▼問い合わせ　登別市民憲章推進協議会事務局連絡所
　　　　　　　（市民協働グループ内・☎57１０７９）
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定
員
　
４
人
程
度

任
期
　
11
月
〜
令
和
７
年
10
月
（
２

　
年
間
）

選
考
方
法
　
書
類
選
考

※

面
接
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
し
込
み
　
９
月
29
日
㈮
ま
で
に
、

こ
ど
も
育
成
Ｇ
に
備
え
付
け
、
市

公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

　
に
掲
載
の
申
込
書
に

　
必
要
事
項
を
記
入
し
、

　
持
参
ま
た
は
郵
送
、

法
人
な
ど
に
よ
る
支
援
を

募
集
し
て
い
ま
す

〜
日
本
赤
十
字
社
〜

　　
日
本
赤
十
字
社
は
、
活
動
に
支
援

を
い
た
だ
け
る
法
人
、
企
業
を
募
集

し
て
い
ま
す
。

　
寄
付
は
、
登
別
市
地
区
事
務
局
窓

口
で
の
受
け
付
け
の
ほ
か
、
お
店
や

会
社
の
窓
口
な
ど
に
置
い
て
寄
付
を

集
め
る
た
め
の
募
金
箱
の
貸
し
出
し
、

収
益
の
一
部
が
寄
付
さ
れ
る
寄
付
金

付
き
自
動
販
売
機
の
設
置
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
方
法
が
あ
り
ま
す
。

　
　
日
本
赤
十
字
社
登
別
市
地
区
事

　
務
局
（
社
会
福
祉
Ｇ
内
・
☎
85
１

　
９
１
１
）

自
衛
官
募
集

◎
第
３
回
一
般
曹
候
補
生

対
象
　
18
歳
〜
32
歳

申
込
期
間
　
９
月
６
日
㈬
〜
11
月
30

日
㈭
　

一
次
試
験
日
　
12
月
９
日
㈯
〜
14
日

㈭
の
い
ず
れ
か
１
日

◎
第
４
回
自
衛
官
候
補
生

対
象
　
18
歳
〜
32
歳

申
込
期
間
　
10
月
13
日
㈮
〜
11
月
９

日
㈭
　

試
験
日
　
11
月
17
日
㈮
〜
20
日
㈪
の

い
ず
れ
か
１
日

  

　
自
衛
隊
札
幌
地
方
協
力
本
部
室

　
蘭
地
域
事
務
所
（
☎
44
９
５
３
３
）

令
和
５
年
度
危
険
物
取
扱
者
試
験・

消
防
設
備
士
試
験
受
験
案
内

◎
第
５
回
危
険
物
取
扱
試
験
・
第
３

　
回
消
防
設
備
士
試
験

試
験
日
　
10
月
15
日
㈰

場
所
　
危
険
物
取
扱
試
験…

室
蘭
市

　
消
防
設
備
士
試
験…

苫
小
牧
市

受
験
願
書
受
付
期
間

書
面
　
９
月
４
日
㈪
〜
11
日
㈪

電
子
　
９
月
１
日
㈮
〜
８
日
㈮

◎
第
６
回
危
険
物
取
扱
試
験
・
第
４

　
回
消
防
設
備
士
試
験

試
験
日
　
11
月
19
日
㈰

場
所
　
危
険
物
取
扱
試
験…

札
幌
市

消
防
設
備
士
試
験…

函
館
市

受
験
願
書
受
付
期
間

書
面
　
９
月
22
日
㈮
〜
29
日
㈮

電
子
　
９
月
19
日
㈫
〜
26
日
㈫

※

願
書
は
消
防
本
部
や
消
防
署
、
各

　
消
防
支
署
に
備
え
付
け
て
い
ま
す
。

※

電
子
申
請
に
つ
い
て

　
は
、
消
防
試
験
研
究

　
セ
ン
タ
ー
の
ウ
ェ
ブ

　
サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
　
消
防
本
部
総
務
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　
（
☎
85
９
６
１
１
）

定
例
救
命
講
習
会

日
時
　
９
月
30
日
㈯
９
時
30
分
〜
12

時
30
分

場
所
　
消
防
署
東
支
署

内
容
　
普
通
救
命
講
習
Ⅰ

定
員
　
10
人

申
し
込
み
　
９
月
24
日
㈰
ま
で
に
申

し
込
み
フ
ォ
ー
ム
（
個

　
人
申
し
込
み
用
）
で
消

　
防
署
警
備
Ｇ

　
　
　
（
☎
85
２
５
５
１
）

登
別
市
子
ど
も
・
子
育
て
会
議

委
員
を
募
集
し
ま
す

対
象
　
市
内
に
居
住
す
る
子
育
て
に

関
心
の
あ
る
方

問

問

問

マイナポイントの申込期限は　　　　　　　　です９月30日㈯
　最大２万円分のポイントが付与される『マイナポ
イント』の申込期限は９月30日㈯です。
※令和５年２月28日までにマイナンバーカードの取
　得申請をした方が対象です。
　対象となる方で、マイナポイントの取得を希望す
　る方は申し込みください。
　期限が近くなると混雑が予想されますので、早め
　の手続きをお勧めします。

問い合わせ　市民サービスグループ（☎85１８５５）

○マイナンバーカード
※数字４桁の暗証番号が必要です。暗証番号を忘れ
　た方は、市役所または各支所で再設定の手続きが
　必要です。
○マイナポイントの受け取りに利用するキャッシュ
　レス決済サービスのカード
※事前にキャッシュレス決済サービス会社への申し
　込みが必要な場合があります。
※１枚のカードで複数人分の申し込みはできません。
○本人名義の預金通帳
※未成年の方も、本人名義の預金通帳が必要です。
※公金受取口座の登録を希望しない方は必要ありま
　せん。

申し込みに必要なもの申し込みに必要なもの

申し込み方法申し込み方法
⑴ 自身のマイナンバーカード読み取り対応のスマ
    ートフォンまたはパソコン（ＩＣカードリーダ
    ライターも必要）から、『マイナポータルアプ
    リ』および『マイナポイントアプリ』をダウン
    ロード
⑵ 市民サービスグループ、鷲別支所、登別支所窓
    口での手続き

◀マイナポイン
　ト事業ウェブ
　サイト

◀マイナポー
　タルウェブ
　サイト

Ｅ
メ
ー
ル
で
こ
ど
も
育
成
Ｇ
（
☎

85
５
６
３
４
、
Ｅ
メ
ー
ル
：child

@
city.noboribetsu.lg.jp)
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https://www.city.noboribetsu.lg.jp/docs/2023042600036/
https://m.youtube.com/watch?v=vmyjB6emlJ4&feature=youtu.be
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/pickup/chip.html

